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直
樹

1972年　12月26日生まれ。
1999年　同志社大学大学院社会福祉学専攻博士課程（前期）修了。大阪市生野区社

会福祉協議会に就職。7年間、生野区のまちづくりに携わる。
2006年　大阪市東住吉区社会福祉協議会　地域包括支援センター社会福祉士。
2009年　NPO法人いくの市民活動支援センターを仲間とたちあげ（2009.4）社会福

祉士・介護支援専門員として、大阪市、生野区のまちづくりに奮闘中。
2011年　大阪市会議員選挙（生野区）6,737票のご支持を受け当選。

武直
樹とわく

わくいくのネットワーク

年会費1口：1,000円　
郵便振替 00970-7-137248

武直樹が臨時市会において橋下市長へ
 　　　　　　代表質問をおこないました !

代表質問にたくさんの方が応援に来てくれました !

　大阪市の平成 24 年度の当初予算は
３月に成立しましたが、当初予算に
おいて暫定計上・凍結されていた施
策事業について今回補正予算として
編成されました。　
　予算編成方針では、「収入の範囲内
で予算を組む」原則のもとに大阪府
市統合本部と大阪市改革プロジェク
トにおける検討内容の反映させると
ともに、教育現場の環境整備や西成
特区構想の実現、「現役世代への重点
的な投資」「現状を打ち破る取り組み」
を推進することとしています。
　７月１１・１２日、補正予算案に
対する各会派の代表質問が行われ、

OSAKA みらい市会議員団からは、武直樹議員（生野区選出）が橋下市長に対して、市民サービスに影響
の大きい市政改革プランや公募区長による区政運営、地下鉄・バス事業の今後、教育関連施策など市民
生活に密接に関わる課題について質問をおこないました。

　たくさんの方が傍聴にきてくれ、傍聴席144席が満席となり
ました。控室のモニターを通じてみていただいた方もたくさん
おられました。また、今回聴覚障害者の方も来てくださり、大
阪市議会本会議で初めて手話通訳が行われました。長い歴史の
中で初めてとのことでした。参加された方も初めて傍聴した方
が多く、議会と市民の距離は近くて遠いと実感しました。身近
な生活のことが議論されているわけですから武が議員になった
ことでもっともっと議会を身近なものにしていきます。
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[ OSAKAみらいHPより引用 ]

☆詳しくは、インターネットで録画中継が見れます。

主な質問と答弁の要旨 今まで大事にしてきました、区の住民自治のあり方、地域の住民
自治のあり方について、住民主体の視点で質疑を行いました。

http://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu260/live/session/20120712a.html

区政運営について
(1)公募区長
・万が一、区長に不適切な言動や何らかの事故が生じた場合は、
どう対処するのか。
(2)区役所の体制整備
・区への権限移譲に伴い、区役所の意識改革と力量の向上並び
に、職員の意識改革とスキル向上策についてどのように考えてい
るのか。
    
・24 人の区長による 24 の特色ある事業に対応する局の体制整備
が必要ではないか。
(3)区政への市民参加のあり方
・区政会議や未来わがまち会議など既存の会議の整理・統合を行
ったうえで新しい仕組みを構築すべきと考えるがどうか。
(4)区における総合的な計画の策定
・区の運営方針からさらに進めて、まちづくり全体にわたる幅広い
総合的な計画策定へレベルを上げるべきと考えるがどうか。
・区民の意見・要望を区政に反映するために各区においてパブリ
ックコメントを積極的に実施し、少数意見も含め計画に盛り込む
必要があると考えるがどうか。
地域社会づくりについて
(1)地域活動協議会
・マルチパートナーシップの構築には、多様な活動主体をつなぐコ
ーディネーターの役割と公共性が重要であり、公募による中間支
援組織を設置するだけで実現できるような簡単な仕事ではなく、
区役所も覚悟と責任を持って地域活動協議会の設立・活動支援
を行うべきではないか。
(2)まちづくりの進め方
・マルチパートナーシップを構築するためには、NPO などの新しい
活動団体とこれまでの地域活動団体をつなぐことが必要である
と考えているが、まちづくりのパートナーを誰と考え、また地域団
体に対してどのような想いがあるのか。
(3)認定 NPO 法人
・NPO 法人の活動の活性化を図るためにも、認定されるための環
境整備や支援を行うとともに、現在活動している NPO 法人や法
人化を目指す地域活動協議会への適用を今後検討すべきでは
ないか。

公式ホームページ：http://www.take-naoki.com/
ブログ：http://ichigotoichie.blog.eonet.jp/　
Twitter : @takenaoki　Facebook : http://www.facebook.com/naoki.take.1

　公募区長に万一不適正な言動があった場合、人事異
動で交代させ新たに任命し交代する。いいかどうかは自
らへの選挙の審判で市民に決めてもらうが、選挙を待
てないぐらい許し難い場合は、市長を辞任するしかな
い。局が決めたことではなく区自らが決定していくため
に、区役所職員、局の双方の意識改革を進めていき、主
体的、自立的な意識をもっていただき組織マネジメント
進めていく。
　区民の意見を反映するために、会議体、協議体など
全市一律でなく区の実情に応じて仕組みをつくる。区の
総合的な計画も区ごとに区政運営方針を基本に各区
で新しい区のビジョンを作っていくことになる。パブリッ
クコメントについては、意見がある人の意見であるの
で、同時に無作為抽出のモニターで多様な意見を把握
していく仕組みをつくる。

　地域の自立が必要。地域と役所の関係を普通の姿に
戻す。地域活動協議会に様々な地域団体に入っていた
だき、ここに財政支援を行っていくことになる。自ら地域
で決定していく。区役所は、丸投げはしないし、今までの
ような丸抱えもしない。中間支援組織と地域を結び付け
ていく役割を果たしていく。
　これまでの地域団体だけではなく、新しい世代の参
加者を巻き込んでいけるような取り組みを進める。ＮＰ
Ｏの条例での個別指定は、税の優遇もでてくることから
バランスも考えながら局と協議しながら進めていく。

橋下市長 答弁要旨

橋下市長 答弁要旨

プロフィール
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建設港湾委員会で質疑しました !7
18 7月18日（水）建設港湾委員会が開催されました。武直樹もＯＳＡＫＡみらいを代表して質疑させてい

ただきました。

１．歩道橋のネーミングライツについて
　大阪府では6件、名古屋市では26件、歩道橋の命名権を企業に購
入していただいている実績があるが、大阪市では0件である。企業の応
募がない要因としてアンケートした結果、交差点の募集がなく、企業の
ロゴマークも使えないことが考えられる。こういった条件をクリアしな
がら、２次募集を行って欲しい。来年5月には、阿倍野の歩道橋が完成
する。注目度も高いためネーミングライツを実施する格好の歩道橋で
あるため積極的に取り組んでほしい。また、歩道橋の名前がついたこ
となど区民は知る機会がないので、区民だよりで、公募状況と名前が
ついたことを報告するなどしていただくことを要望しました。

２．下水の事業継続計画（ＢＣＰ）について
　
　東日本大震災では、下水の処理場やポンプ場が冠水し、排水・汚水
処理機能が停止して市民に甚大な影響をもたらす結果になり、改めて
「想定外を想定する」という教訓を残した。
 関西でも巨大地震が想定される中、大阪市建設局は昨年９月に「地
震津波対策基本プラン(下水道編)」を作成、ＢＣＰの基本方針を公表
した。プランは、津波による市街地の水の滞留を、
第一段階：河川の雨水吐きやポンプ吐出弁を開放し自然排水し水位を低下させる　
第二段階：市街地での滞水は、防災担当機関が連携してポンプでの強制排水を実施する
第三段階：排水後の汚水排除を行い平常機能に戻す
 という３つのステップの各段階で非常時優先業務を定めたものである。

  災害に強いまちつくりをすすめていく上で、浸水対策を担う下水道施設の役割は非常に大切だが、肝心なことは災害
発生時にいかに職員が迅速に行動して効果を発揮させるかで、第一段階から平常機能に戻す第三段階まで、ＢＣＰ
の有効性を順次高めていく必要がある。

  シュミレーションの結果を踏まえ、関連施設の選定と活用方法、人員配置や資機材の確保、低地部浸水対策など実効
性のある行動計画を定め、学識経験者のアドバイスも受けて改善を続けていく必要がある。

  ＢＣＰの実効性を担保するためには組織トップのマネジメントにより、ＢＣＰの考えを組織全体として定着させるこ
とが大切で、例えば平時から職員一人一人の意識・知識を高めていくことが大切です。骨子作成に職場リーダーを参
加させ、学識経験者も入れたワークショップの開催は、非常に有効で、今後も災害時における業務優先度や業務プロ
セスの分析を行い業務細分化図っていく、こうした手法を継続して職員一人一人がその技量・判断能力を高めていた
めに、OJT研修、図上研修を実施、モチベーションを継続していく仕組みを確立していく必要があると要望しました。

３．放置自転車対策における区長への決定権の移譲ついて
　８月から新区長が就任し、放置自転車対策についても、放置禁止区域の指定、
放置自転車の撤去、駐輪場の整備、有料化など区長に決定権が移譲された。区
内での優先順位をつけて区長が決定できることになる。しかしながら、24人の区
長がそれぞれ決定していっても複数区間で撤去回数については調整していかな
くてはならないし、保管所の収容能力にも限りがある。今後、建設局としては、30
日の保管期間の短縮により回転率を高めると答弁をいただいた。区長の決定権
があるのであれば、未利用地の活用も可能ではないか？検討していただきたい。
また、24区長への局のサポート体制も重要になる。今までの協力関係の実績を
生かし、区長の指示の下しっかりと進めていただくことを要望しました。

４．なにわの海の時空館の今後のあり方について
　時空館は、港湾とともに発展した大阪の歴史を学べる施設として、総工費
約１７６億円をかけて平成１２年７月に開館した。当初６０万人を見込
んだ入場者が近年は１０万人に減り、湾営事業会計を圧迫している。大阪
市は年1億7千万円の業務代料を負担しており平成22年度の事業仕分で「
廃止」の判定を受けた。廃止後は、施設は残して、コスモスクエア地区の活
性化を図るため、施設を利用した事業の提案を民間事業者へ公募する方
向に決まっている。

　公募は大阪港のランドマーク的役割をはたす時空館の再生をということ
だが、事業者が現れなかった場合には、最低でも８億円の撤去費用、休館でも建物の維持費が必要である。関西イ
ノベーション国際戦略特区の咲洲地区にあるコスモスクエアは、環境・エネルギー技術のショーケースとしての役割
が期待されており、時空館の利用についても新たなビジネスチャンスの機会と考えられる。そういったことも含めこ
れから検討していく公募の募集スキームについては、十分民間事業者の参入が図れるようにと要望しました。

※その他に、和解案件についても質疑しました。

海老江下水処理場に視察に行ってきました！
　下水処理場に行ったことあります？武は記憶にないので初めてだと思います。7月18日の建設港湾委員会

で事業継続計画ＢＣＰ（business continuity plan）について質疑を行いましたのでその実地調査に行ってきました。
　東日本大震災では、大規模津波が防潮堤を超えてまちを襲い、多くの下水道施設が冠水により機能停止した。大
阪市でも、想定外を想定するということで、津波が防潮堤を超えて入ってきた場合どのように、市街地で滞留した水
を排水するかをプランに盛り込んでいる。

　その第一段階で、河川につながるポンプの吐出弁を開放することで潮位の低い時に動力に頼らず自然排水すると
の答弁されたので、実際の現場をみせていただきました。

　現場では、7つのポンプを実際に開放することになるが、手動で600回転させなければな
らず、一人で行うのは大変な作業になる。体験で手動で回転させていただいたが、一人では
とても難しい作業になると実感した。非常時に、職員が迅速に行動し、しっかり任務を果たす
ことが必要となる。これから行動計画を策定するにあたり職員一人ひとりに計画を浸透させ
ていくためにも、職員自身が策定にもかかわっていくことが大事であると改めて認識した。し
っかりと計画策定、研修、訓練を進めていっていただきたいと改めて要望させていただきま
した。

 そのあと、下水処理の工程も見学させていただいた。下水処理の仕組みは、微生物によっ
て行われていてとても環境にやさしい仕組みであると今更ながら詳細を知り、すばらしいと
感動した。しかし、あまり知られてないだろうなあ。知っていただく取組も必要です。いくつか
の学校は社会見学で訪れるとのこと。こうした私たちの生活を支えている仕組の一つをまた
知ることができました。しっかりと市民のくらしのを引き続き守っていただきたいと思います。
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本会議日程

委員会日程

9月7日（金）　9月11日（火）　9月12日（水）　9月26日（水）

9月13日（木）  PM1時 　決算特別委員会
9月19日（水）  PM1時 　民生保健委員会
9月19日（水）  PM1時 　計画消防委員会
9月20日（木）  PM1時 　文教経済委員会

9月20日（木）  PM1時　建設港湾委員会
9月21日（金）  PM1時　財政総務委員会
9月21日（金）  PM1時　交通水道委員会
9月28日（金）  PM1時　決算特別委員会

大阪市会９月会議日程


